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戸籍の窓 町の人口

もえるごみ

まちのカレンダー 月まちのカレンダー

※　保健相談等・予防接種

　　会場：（保）＝保健センター （診）＝国保診療所 （開）＝開発センター （白）＝白石市健康センター （湯診）＝湯原診療所出張診療日（活）＝活性化センター 

※　休日歯科診療は、白石市健康センター２階で９時から17時まで。

※　休日当番医は、都合により変更になる場合があります。

※　生ごみを出す場合は、必ず水気を十分に切ってから出すようにしてください。

休日当番医町の行事 地域の行事

まちのカレンダー

予防接種診 療 所 ごみ収集日

カン

８

代診
湯診（午後）

湯診（午前）
休診（午後）

休診（15：00～）
休診（15：30～）

休診（15：00～）

学校行事

学習発表会(関小)

親子交流会（保）

子宮がん検診

いぬ・ねこ

保健相談等

乳がん検診（保）

住民総合健診

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

日 月 火 水 木 金 土
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内 水野内科
☎25－2736
外 さたけ整形
☎33－4855

内 梅津内科
☎24－3571
外 こまつクリニック
☎22－2115

内 海上内科
☎25－1501
外 刈田病院
☎25－2145

内 三浦クリニック
☎25－6854
外 刈田病院
☎25－2145

内 引地泌尿器科
☎25－2036
外 大泉病院
☎22－2111

もえるごみ

もえるごみ

カン

ペットボトル

ペットボトル

不燃・紙類

ビン・紙類

カン

プラスチック

7

14

21

28

休診（14：00～）

休診（13：30～15：30）

代診（整形外科）
湯診（休診）

代診（整形外科）
湯診（休診）

湯診（休診）
整形外来

湯診（休診）
整形外来

湯診（午後）

湯診（午後）

湯診（午前）

湯診（午後）

湯診（午後）

湯診（午後）

代診

代診

湯診（午前）

湯診（午前）

湯診（午前）

演劇発表会（七中）

婦人一泊研修・
保健連合会研修会

4 ヶ月児健診（保）

げんき塾（保）

お晩かた相談（保）

健康相談（保）

健康相談（保）

総合健診（活） 総合健診（活）
総合健診

（横川集落センター）
総合健診

（湯原コミセン）
総合健診

（遊泳館）

親子交流会（保）

1/19/39/39/29/1

春分の日

かぎの日

交通安全キャンペーン
（ダム湖畔）

乳がん検診（保）
こころの相談（保）

休診（13：30～15：30）
検診のため

納期限及び口座振替日は８月 31 日です。

納期内納入にご協力願います。

口座振替日の前日までに、預貯金の残高を確認しま

しょう

今月の納税

この社会
あなたの税が
生きている

水道使用料…………８月分
下水道使用料………８月分
国民健康保険税……第２期
後期高齢者保険料…第２期
町県民税……………第２期
介護保険料…………第 3 期

平成 22 年 7 月 1 日現在平成 22 年７月 24 日現在

　男 864 人（－ 2 ）
　女 898 人（＋ 2 ）
　計 1,762 人（± 0 ）
世帯数 720 戸（－ 1 ）

（　）先月比

℡
37−2195

今月はございませんでした。

みんなで楽しく

　７月１３日に横川地区ぐるみ講座を開催いた

しました。今回はディスコンというニュース

ポーツに挑戦しました。ディスコンとは、黄色

のポイントに、赤と青どちらのディスクを近づ

けるかを競う簡単なゲームです。なかなか近く

に止まらず苦戦する場面もありましたが、ポイ

ントの近くにうまく止まると歓声が沸きとても

盛り上がっていました。２～３回やるとすぐに

覚えられる手軽さもあり、男女年齢問わず楽し

めるスポーツでした。

わんぱく探検スクール
　この事業は小学生を対象にしており、通学合

宿・川で遊ぼう！①②・海まで行こう！クリス

マス会・第１２回七ヶ宿雪合戦大会と１年間に

６回あります。公民館では健全な青少年を育て

る事業の一環として取り組んでおります。

　学年の違う子どもたちが協力し合う事により、

協調性・社会性・リーダーシップ・忍耐力・自

主性や思いやりの心を養うことと、「自然の大

切さ」と「新しい故郷の発見」をしてもらおう

と思っております。

　自然や人との関わりの中でぐんぐん成長する

子どもたちをみているととても頼もしく感じま

す。学校ではできないことをする、きっと良い

経験になると思います。

間引き戒めの絵（関地区：阿嘯山関泉寺）

シリーズ 町の文化財

　この写真の絵は、関泉寺に残る間引きを戒める絵で、描かれ

たのは江戸時代です。東北地方では凶作や飢饉により、口減ら

しに子どもを「間引く」風習がありました。そのため、仙台藩

では文化５年 (1808) に赤子養育制度をつくり、赤子制導役を

設け妊婦調査や生活が苦しい家に対して経済的な援助を行うほ

か、赤子制導役や当時の和尚さんが、この地獄絵を前に堕胎は

罪悪であることを説教したようです。

　このような絵は、現在では宮城県内でも数枚しか残されてい

ないため、歴史的、民俗学的にも貴重な文化財です。

横川地区ぐるみ講座


